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介護老人福祉施設 重要事項説明書 

１．当施設が提供するサービスについての相談窓口 

   電 話：０４２－７３６－７４１１（９：００～１７：３０） 

   担 当：福音の家相談室 相談員  ※ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。 

 

２．特別養護老人ホーム「福音の家」の概要 

（１）事業者の概要 

事 業 者 の 名 称  社 会 福 祉 法 人  福  音  会  

主 た る 事 務 所 の 所 在 地  東 京 都 町 田 市 野 津 田 町 １ ９ ３ ２  

法 人 種 別  社 会 福 祉 法 人  

代 表 者 の 氏 名  理 事 長  石 黒  美 由 紀  

電 話 番 号  ０ ４ ２ － ７ ３ ４ － ０ ６ ３ １  

（２）施設の名称・所在地等 

施 設 の 名 称  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  福 音 の 家  

施 設 の 所 在 地  東 京 都 町 田 市 野 津 田 町 １ ９ ３ ２  

都 道 府 県 知 事 指 定 番 号  東 京 都 １ ３ ７ ３ ２ ０ ０ ２ ５ ０ 号  

施 設 長 の 氏 名  施 設 長  戎  め ぐ み   

電 話 番 号  ０ ４ ２ － ７ ３ ６ － ７ ４ １ １  

フ ァ ク シ ミ リ 番 号  ０ ４ ２ － ７ ３ ４ － ０ ７ ４ ２  

（３）ご利用施設であわせて実施する事業 

事 業 の 種 類  
都 道 府 県 知 事 の 指 定  

利 用 定 員  
町田市基準 

該当サービス 指 定 年 月 日  指 定 番 号  

短 期 入 居 生 活 介 護  平 成 29 年 2 月  東 京 都 1373205960 号  ８ 名 ＋ 空 床  該 当  

（４）施設の目的と運営の方針 

施 設 の 目 的  この施設はキリスト教の隣人愛の精神を根幹に、利用者の生活の安定及び生活の充

実、並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。  

運 営 の 方 針  当 施 設 は 施 設 サ ー ビ ス 計 画 に 基 づ き 、可 能 な 限 り 居 宅 に 於 け る 生 活 へ の 復 帰 が 可

能 な 場 合 に は 復 帰 を 念 願 に お き 、 そ の 他 の 場 合 に は 生 活 の 場 と し て 入 浴 、 排 泄 、

食 事 等 の 介 護 、相 談 及 び 援 助 、社 会 生 活 上 の 世 話 、機 能 訓 練 、健 康 管 理 及 び 日 常

生 活 上 の 世 話 を 行 う こ と に よ り 、利 用 者 が そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 、自 立 し た 日 常

生 活 を 営 む こ と が 出 来 る 様 に す る こ と を 目 指 し ま す 。  

（５）施設の概要 

  １）介護老人福祉施設「福音の家」 

敷 地  17.327 ㎡  

建 物  

構  造  

延床 面積  
鉄筋 コン クリ ート 造り 地 下１ 階地 上６ 階建 て  

8,591 ㎡、内特 養部 分 4,711 ㎡  

利用 定員  １３ ０名 ＋短 期入 所生 活 介護 ８名  
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  ２）居 室 

居室 の種 類  室  数  面  積  １人 あた り面 積  

１人 部屋      ４２ 室  13.97 ㎡    13.97 ㎡    

２人 部屋         ４室  27.95 ㎡    13.975 ㎡    

４人 部屋        ２２室  33.1 ㎡    8.25 ㎡    

  ３ ）主 な 設備  

設備 の種 類  数  量  面  積  特  色  

  食  堂  ３ 室  188.41 ㎡    本館 １、 新館 ２  

  ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ １ 室  82.11 ㎡    機能 訓練 室を 含む  

 一 般浴 室  ２ 槽  101.89 ㎡    本館 ３階 、新 館６ 階  

  介助浴槽  ７  槽  31.03 ㎡    本館 ３階 、新 館５・６ 階  

  機械浴槽  特殊 浴槽  ３ 台  31.03 ㎡    本館 ３階 、新 館５ 階  

  医務室  １ 室  20.88 ㎡    本館 ４階  
  洗面所 

 （入居者 用）  
 本 館 : ２階 ８箇 所、 ３ 階８ 箇所 、４ 階６ 箇所  

 新 館: ５階 １７ 箇所 、 ６階 １７ 箇所  
 

  便  所 

 （入居者 用）  
  本館 : ２階８ 箇所 、３ 階８ 箇所 、４ 階６ 箇所  

 新 館: ５階 １６ 箇所 、 ６階 １６ 箇所  
（一部ウオシュレット設備

あり） 

 デ イル ーム  各階  １ 室  197.98 ㎡     

 

（６）職員体制 

職 種 基準員数 
 

人員数 役割 

施設長 1 1 名 当ホームの設置目的を達成するため必要な職務を行う。 

医師 必要な数 1 名以上 利用者の診察、健康管理及び保健衛生指導に従事する。 

生活相談員 

２以上 2 名以上 

利用者の生活相談、面接、入退所に関わる業務、利用者サ

ービスの企画及び実施に関することに従事する。又、常に

介護支援専門員との連携を図り、サービス計画につなげる。 

介護支援専門員 
2 以上 2 名以上 

「施設サービス計画書」を作成、実施状況を把握、必要が

あれば計画を変更して利用者の満足度を確保する 

看護職員 看護師は 4 人 

総数で 3：1 以

上 

（入居者比） 

4 名以上 
利用者の診察の補助及び看護並びに利用者の保健衛生・健

康管理に従事する。 

介護職員 
4２名以上

（常勤換算） 
利用者の日常生活の介護、援助に従事する。 

管理栄養士 
1 以上 1 名以上 

献立作成、栄養量計算及び食事記録、調理員の指導等の食

事業務全般並びに利用者の栄養指導に従事する。 

機能訓練指導員 
1 以上 1 名以上 

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を 

防止するための訓練を行う。 

その他職員 1 以上 1 名以上 事務、清掃、介護補助等その他業務を行う。 
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３．施設サービスの概要と利用料 

（１）介護保険給付によるサービス（自己負担額については契約書別紙を参照） 

サービスの種別 内          容 

施設サービス計画 

の作成 

 ・「一人一人にあった自立支援」を目指した施設サービス計画の作成を行い、 

利用者又は家族に開示いたします。 

食 事 【食事時間】 

 ・朝 食  ７時３０分～ ８時３０分まで 

 ・昼 食 １２時００分～１３時００分まで 

 ・夕 食 １８時００分～１９時００分まで 

【食事】 

 ・できるだけ離床して食堂でお召し上り頂きます。 

 ・献立表は１週間前までにお手元にお届けします(短期入所生活介護の場合)。 

 ・アレルギーがある方は事前にご相談下さい。 

・常食以外、粥、ソフト食、ゼリー食、ミキサー食をご用意できます。 

・施設サービス計画に沿った、利用者お１人お１人にあった食事の介助を行います。 

【食費】 

 ・1 日 １，６５０円(軽減制度がありますので「利用料」を参照ください。) 

排 泄  ・必要に応じてその方にあった排泄のお手伝いをします。 

 ・当施設指定のオムツのご利用については、自己負担はありません。 

入浴・清拭  ・週２回の入浴日を用意いたします。（毎週月～土曜日） 

 ・入浴時間 ９：００～１８：００ 

 ・体調面で入浴しない方はタオルで体をお拭きします。 

離 床  ・寝たきり防止のため、毎日の離床のお手伝いをします。 

着替え  ・毎朝夕の着替えのお手伝いをします。 

整 容  ・身の回りのお手伝いをします。 

シーツ・寝具の交換  ・シーツ交換は週１回、寝具の交換は年２回行います。 

洗 濯  ・必要に応じて衣類の洗濯を行います。 

機能訓練  ・機能訓練指導員等による機能訓練を個人の状況にあわせて行います。 

健康管理  ・当施設の配置医・看護職員により、健康管理に努めます。 

 ・年１回の健康診断を行います。 

娯楽等  ・当施設では、次のような娯楽設備を整えております。 

    リフレッシュルーム、談話コーナー、出張売店 

生活相談  ・利用者と家族からのご相談に随時応じます。 

   

 

（２）介護保険給付外サービス（自己負担額については契約書別紙を参照） 

サービスの種別 内          容 

理 髪  ・１回 2,000 円です。なお町田市の調髪券が使用できます。 
美 容  ・出張美容が利用頂けます。町田市の調髪券は使用できません。 
喫茶室等  ・月例行事にミニ喫茶等を実施しております。 
レクリエーション 

行事 
 ・当施設では、レクリエーションとして、各種行事を用意しております。 

  参加は任意です。 

  「花見、ミニ喫茶、保育園・幼稚園・学童クラブ交流、暑気払い、 

   クリスマスパーティー、初詣、その他」 
クラブ活動  ・当施設では、次のクラブ活動を用意しております。ご参加は任意です。 

 「音楽クラブ、お茶クラブ、生け花クラブ、麻雀・カラオケ等」 
日常生活品の購入代行  ・衣服、靴、歯ブラシ等日用品の購入の代行をさせて頂きます。 
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居室料 ・施設が提供する居室は、従来型個室・２人部屋・４人部屋になります。 

・1 日つき、次の居室料がかかります。 

 個室 1､231 円(居室料、光熱水費) 

2 人、4 人部屋 915 円（居室料、光熱水費） 

    居室料は収入により軽減制度があります。「利用料」を参照ください。 

 ・お体の変化によりお部屋の変更をお願いすることがあります。 

 

（3）利用料 

１）基本料金【介護福祉施設サービス費】１単位＝１０．７２円（地域係数２級地） 

※1、病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、

上記利用料を算定せず 1 日あたり単位（利用料：2,570 円、１割負担：257 円、２割負担：

514 円、３割負担：771 円）を算定します。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は算

定しません。 

※2、身体的拘束廃止に向けての取り組みとして身体的拘束適正化の指針整備や適正化委員会の開

催、定期的な職員研修の実施などを行っていない場合は、上記金額の 90/100 となります。 

※３、事故発生の防止又はその再発防止のために、指針の整備や研修の実施などを行っていない場

合は、1 日につき 52 円（利用者負担：１割６円、２割 11 円、３割 16 円）を減算します。 

※４、栄養管理ついて、入所者の栄養状態の維持・改善を図り、入所者に応じた栄養管理を計画的

に行っていない場合は、1 日につき 146 円（利用者負担：1 割 15 円、２割 30 円、３割

44 円）を減算します。 

※５、虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期

的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のた

めの年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための

担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記金額の 99/100 となります。 

※６、業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計

画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合、上

記金額の 97/100 となります。 

２）加算料金   

現在、算定している加算については個別にご説明いたします。すべての加算を算定しているわけで

はございません。 

加算項目 
基本 

単位 
利用料 

利用者負担 
算定回数等 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36 385 円 38 円 77 円 115 円 1 日につき 

日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46 493 円 49 円 98 円 147 円 1 日につき 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護１ 589 6,314 円 631 円 1,262 円 1,894 円 

要介護２ 659 7,065 円 706 円 1,413 円 2,199 円 

要介護３ 732 7,847 円 784 円 1,569 円 2,354 円 

要介護４ 802 8,597 円 859 円 1,719 円 2,579 円 

要介護５ 871 9,337 円 933 円 1,867 円 2,801 円 
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看護体制加算(Ⅰ)イ 6 64 円 6 円 12 円 19 円 1 日につき 

看護体制加算(Ⅰ)ロ 4 42 円 4 円 8 円 12 円 1 日につき 

看護体制加算(Ⅱ)イ 13 139 円 13 円 27 円 41 円 1 日につき 

看護体制加算(Ⅱ)ロ 8 85 円 8 円 17 円 25 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 22 235 円 23 円 47 円 70 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13 139 円 13 円 27 円 41 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 27 289 円 28 円 57 円 86 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18 192 円 19 円 38 円 57 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 28 300 円 30 円 60 円 90 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16 171 円 17 円 34 円 51 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 33 353 円 35 円 70 円 105 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21 225 円 22 円 45 円 67 円 1 日につき 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100 1,072 円 107 円 214 円 321 円 
１月につき（原

則３月に１

回を限度） 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200 2,144 円 214 円 428 円 643 円 

１月につき 

(個別機能訓練

加算算定の

場合は（Ⅰ）

ではなく

（Ⅱ）を算

定。この場合

の（Ⅱ）は

100 単位) 

個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 128 円 12 円 25 円 38 円 1 日につき 

個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 214 円 21 円 42 円 64 円 1 月につき 

個別機能訓練加算(Ⅲ) 20 214 円 21 円 42 円 64 円 1 月につき 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) 30 321 円 32 円 64 円 96 円 1 月につき 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) 60 643 円 64 円 128 円 192 円 1 月につき 

若年性認知症入所者受入加算 120 1,286 円 128 円 257 円 385 円 1 日につき 

精神科を担当する医師に係る加算 5 53 円 5 円 10 円 15 円 1 日につき 

初期加算 30 321 円 32 円 64 円 96 円 

1 日につき

(入所した

日から 30

日以内) 

退所時栄養情報連携加算 70 750 円 75 円 150 円 225 円 1 月につき 

再入所時栄養連携加算 200 2,144 円 214 円 428 円 643 円 1 回につき 

退所前訪問相談援助加算 460 4,931 円 493 円 986 円 1,479 円 1 回につき 

退所後訪問相談援助加算 460 4,931 円 493 円 986 円 1,479 円 1 回につき 

退所時相談援助加算 400 4,288 円 428 円 857 円 1,286 円 1 回につき 

退所時情報提供加算 250 2,680 円 268 円 536 円 804 円 1 回につき 

協力医療機関連携加算（Ⅰ）  
50 536 円 53 円 107 円 160 円 

１月につき 
100 1,072 円 107 円 214 円 321 円 

協力医療機関連携加算

（Ⅱ） 
5 53 円 5 円 10 円 15 円 １月につき 

退所前連携加算 500 5,360 円 536 円 1,072 円 1,608 円 1 回につき 
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栄養マネジメント強化加

算 
11 117 円 11 円 23 円 35 円 1 日につき 

経口移行加算 28 300 円 30 円 60 円 90 円 1 日につき 

経口維持加算(Ⅰ) 400 4,288 円 428 円 857 円 1,286 円 1 月につき 

経口維持加算(Ⅱ) 100 1,072 円 107 円 214 円 321 円 1 月につき 

口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90 964 円 96 円 192 円 289 円 1 月につき 

口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 1,179 円 117 円 235 円 353 円 1 月につき 

療養食加算 6 64 円 6 円 12 円 19 円 
1回につき(1

日につき 3

回を限度) 

特別通院送迎加算 594 6,367 円 636 円 1,273 円 1,910 円 1 月につき 

配置医師緊急時対応加算 

325 3,484 円 348 円 696 円 1,045 円 

配置医師の勤

務時間外の

場合 

650 6,968 円 696 円 1,393 円 2,090 円 

1 回につき

(早朝又は

夜間の場

合) 

1300 13,936 円 1,393 円 2,787 円 4,180 円 
1 回につき

(深夜の場

合) 

看取り介護加算(Ⅰ) 

72 771 円 77 円 154 円 231 円 

死亡日以前

31 日以上

45 日以下 

144 1,543 円 154 円 308 円 462 円 
死亡日以前４

日以上 30

日以下 

680 7,289 円 728 円 1,457 円 2,186 円 
死亡日の前日

及び前々日 

1,280 13,721 円 1,372 円 2,744 円 4,116 円 死亡日 

看取り介護加算(Ⅱ) 

72 771 円 77 円 154 円 231 円 

死亡日以前

31 日以上

45 日以下 

144 1,543 円 154 円 308 円 462 円 
死亡日以前４

日以上 30

日以下 

780 8,361 円 836 円 1,672 円 2,508 円 
死亡日の前日

及び前々日 

1,580 16,937 円 1,693 円 3,387 円 5,081 円 死亡日 

在宅復帰支援機能加算 10 107 円 10 円 21 円 32 円 1 月につき 

在宅・入所相互利用加算 40 428 円 42 円 85 円 128 円 1 日につき 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3 32 円 3 円 6 円 9 円 1 日につき 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4 42 円 4 円 8 円 12 円 1 日につき 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 150 1,608 円 160 円 321 円 482 円 １月につき 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120 1,286 円 128 円 257 円 385 円 １月につき 

認知症行動・心理症状緊急

対応加算 
200 2,144 円 214 円 428 円 643 円 

1日につき(7

日間を限

度) 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3 32 円 3 円 6 円 9 円 1 月につき 
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褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13 139 円 13 円 27 円 41 円 1 月につき 

排せつ支援加算（Ⅰ） 10 107 円 10 円 21 円 32 円 1 月につき 

排せつ支援加算（Ⅱ） 15 160 円 16 円 32 円 48 円 1 月につき 

排せつ支援加算（Ⅲ） 20 214 円 21 円 42 円 64 円 1 月につき 

自立支援促進加算 280 3,001 円 300 円 600 円 900 円 1 月につき 

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40 428 円 42 円 85 円 128 円 1 月につき 

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50 536 円 53 円 107 円 160 円 1 月につき 

安全対策体制加算 20 214 円 21 円 42 円 64 円 入所初日のみ 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10 107 円 10 円 21 円 32 円 １月につき 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5 53 円 5 円 10 円 15 円 １月につき 

新興感染症等施設療養費 240 2,572 円 257 円 514 円 771 円 １月に１回、連続する５日を限度 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100 1,072 円 107 円 214 円 321 円 １月につき 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10 107 円 10 円 21 円 32 円 １月につき 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 235 円 23 円 47 円 70 円 

１日につき サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18 192 円 19 円 38 円 57 円 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6 64 円 6 円 12 円 19 円 

介護職員等処遇改善加算 

（Ⅰ） 

 

加算率 

14％ 

 

所定単位数 

(基本サービス

費に各種加

算・減算を加

えた総単位

数）×0.14

×10.72 

左記の 

1 割 

左記の 

2 割 

左記の 

3 割 

１月につき 

 

※ 日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、当施設への入所の必要性が高いと認め

られる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に受け入れるとともに、介護福祉士

資格を持つ職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供した場合に算定します。 

※ 看護体制加算は、看護職員の体制について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。 

※ 夜勤職員配置加算は、夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場合に算定

します。 

※ 生活機能向上連携加算は(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション等の理学療法士等の助言に基づ

き当施設の機能訓練指導員、介護職員等が共同で身体状況の評価及び個別機能訓練計画の作成

と、計画に沿った機能訓練を提供した場合に算定します。また、計画の進捗状況は３月ごとに

評価し、必要に応じて訓練の内容等を見直します。 

生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション等の理学療法士等が当施設を訪問

し、当施設の機能訓練指導員、介護職員等と共同で身体状況の評価及び個別機能訓練の作成と、

計画に沿った機能訓練を提供した場合に算定します。また、計画の進捗状況は３月ごとに評価

し、必要に応じて訓練の内容等を見直します。 

※ 個別機能訓練加算(Ⅰ)は、多職種共同にて個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実

施している場合に算定します。個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の適

切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定します。 
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※ ADL 等維持加算は、一定期間に、入所者の ADL(日常生活動作)の維持又は改善した度合いが

一定の水準を超えた場合に算定します。 

※ 若年性認知症入所者受入加算は、若年性認知症（40 歳から 64 歳まで）の利用者を対象に介

護福祉施設サービスを行った場合に算定します。 

※ 精神科を担当する医師に係る加算は、認知症の入所者が全入所者の３分の１以上を占め、精神

科を担当する医師により定期的な療養指導が月に２回以上行われている場合、算定します。 

※ 初期加算は、当施設に入所した日から 30 日以内の期間について算定します。 

※ 退所時栄養情報連携加算は、居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は

診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設に入院又は入所する

場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該者の栄養管理に

関する情報を提供した場合に算定します。 

※ 再入所時栄養連携加算は、当施設に入所していた者が退所し病院又は診療所に入院後、再度当

施設に入所する際、当初に入所していた時と再入所時で栄養管理が異なる場合に、当施設の管

理栄養士が入院先の病院等の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を策定した場合に算定します。 

※ 退所前訪問相談援助加算は、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先だって、

介護支援専門員、生活相談員等が、入所者が退所後生活する居宅を訪問し、入所者及び家族に

対して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合に算定します。 

※ 退所後訪問相談援助加算は、退所後 30 日以内に入所者の居宅を訪問し、入所者及びその家族

等に対して相談援助を行った場合に算定します。 

※ 退所時相談援助加算は、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サー

ビス等を利用する場合、退所時に入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス等につ

いて相談援助を行い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所から２週間以内に退所後の居住地

の市町村及び老人介護支援センターに対して入所者の介護状況を示す文書を添えて入所者に

係る居宅サービス等に必要な情報を提供した場合に算定します。 

※ 退所前連携加算は、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス

等を利用する場合に、退所に先立ち入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、当

該入所者の同意を得て、入所者の介護状況を示す文書を添えて入所者に係る居宅サービス等に

必要な情報を提供し、居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する

調整を行った場合、算定します。 

※ 退所時情報提供加算は、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に

対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、

当該入所者の紹介を行った場合に算定します。 

※ 協力医療機関連携加算は、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等

の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に算定します。 

※ 栄養マネジメント強化加算は、低栄養状態又はそのおそれのある入所者に対して、他職種共同

で栄養ケア計画を作成し、これに基づく栄養管理を行うとともに、その他の入所者に対しても

食事の観察を行い、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に、算定します。 

※ 経口移行加算は、医師の指示に基づき他職種共同にて、現在経管による食事摂取をしている入

所者ごとに経口移行計画を作成し、それに基づき管理栄養士等による支援が行われた場合、算
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定します。 

※ 経口維持加算は、現在食事を経口摂取しているが摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所

者に対し、医師又は歯科医師の指示に基づき他職種共同にて食事観察及び会議等を行い、入所

者ごとに経口維持計画を作成し、それに基づき、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士

又は栄養士が、栄養管理を行っている場合に算定します。 

※ 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士が入所者に対し、口腔衛生等の管理を月２回以上行い、当該

入所者に係る口腔衛生等の管理の具体的な技術的助言及び指導等を介護職員に行っている場

合に、算定します。 

※ 療養食加算は、疾病治療のため医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、

胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供した場合

に算定します。 

※ 特別通院送迎加算は、透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難であ

る等やむを得ない事情があるものに対して、１月に 12 回以上、通院のため送迎を行った場合

に算定します。 

※ 配置医師緊急時対応加算は、当施設の配置医師が求めに応じ早朝、夜間又は深夜に当施設を訪

問して入所者に対して診療を行った場合、その時間帯に応じて算定します。 

※ 看取り介護加算は、看取りに関する指針を定め、医師が一般的な医学的見地に基づき回復の見

込みがないと診断した入所者に対して、多職種共同にて介護に係る計画を作成し、利用者又は

家族の同意のもと、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期を迎えられるように支援し

た場合に算定します。 

※ 在宅復帰支援機能加算は、入所者の家族と連絡調整を行い、入所者が利用を希望する居宅介護

支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービス

の利用に関する調整を行っている場合に算定します。 

※ 在宅・入所相互利用加算は、可能な限り在宅生活を継続できるよう複数の者であらかじめ在宅

期間及び入所期間を定めて当施設の居室を計画的に利用する場合に、該当の入所者に対して算

定します。 

※ 認知症専門ケア加算は、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症

の利用者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。 

※ 認知症チームケア推進加算は、認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する

チームケア（複数人の介護者がチームを組み、利用者の情報を共有したうえで介護に係る課題

を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供することをいう。）を提供した場合に

算定します。 

※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在

宅での生活が困難であり、緊急に施設サービスを利用することが適当であると判断した入所者

に対し、サービスを提供した場合に算定します。 

※ 褥瘡マネジメント加算は、入所者ごとに褥瘡の発生とリスクを評価し、多職種共同にて褥瘡ケ

ア計画を作成し、計画に基づく褥瘡管理を行うとともに、そのケアの内容や状態を記録してい

る場合に算定します。 

※ 排せつ支援加算は、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことで要介護状
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態の軽減が見込まれる者について、多職種共同にて、当該入所者が排せつに介護を要する原因

を分析し、それに基づく支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場

合に算定します。 

※ 自立支援促進加算は、医師が入所者ごとに自立支援に係る医学的評価を行い、自立支援の促進

が必要であると判断された入所者ごとに多職種共同で支援計画を作成し、これに基づくケアを

実施した場合に算定します。 

※ 科学的介護推進体制加算は、入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の

基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を施設サービスの適切かつ有効な提供に活用し

ている場合に、算定します。 

※ 安全対策体制加算は、事故発生又はその再発防止のために必要な措置を講じるとともに、安全

対策の担当者が必要な外部研修を受講し、施設内に安全管理部門を設置するなど組織的な安全

対策体制が整備されている場合に、算定します。 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染

症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を確保している場合に算定します。 

※ 新興感染症等施設療養費は、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談

対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、

適切な感染対策を行った場合に算定します。 

※ 生産性向上推進体制加算は、介護職員の処遇改善を進めることに加え、介護ロボットや ICT 等

のテクノロジーの導入等により、介護サービスの質を確保するとともに、職員の負担軽減に資

する生産性向上の取組をしている場合に算定します。 

※ サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た

施設が、入所者に対して施設サービスを行った場合に算定します。 

※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取

組みを行う事業所に認められる加算です。 

 

３）食費・居住費  （多）多床室（2，4 人部屋） （個）従来型個室 

入所者 

負担段階 

居住費（滞在費） 食費 合計 

負担限度額 負担限度額 入所者負担額 

第１段階（多） 0 円／日 300 円／日 300 円／日 

第１段階（個） 380 円／日 300 円／日 680 円／日 

第２段階（多） 430 円／日 390 円／日 820 円／日 

第２段階（個） 480 円／日 390 円／日 870 円／日 

第３段階①（多） 430 円／日 650 円／日 1,080 円／日 

第３段階①（個） 880 円／日 650 円／日 1,530 円／日 

第３段階②（多） 430 円／日 1,360 円／日 1,790 円／日 

第３段階②（個） 880 円／日 1,360 円／日 2,240 円／日 

第４段階（多） 915 円／日 1,650 円／日 2,565 円／日 

第４段階（個） 1,231 円／日 1,650 円／日 2,881 円／日 

 ※ 食費・居住費については、介護保険負担限度額認定書の交付を受けた方は、当該認定書に
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記載されている負担限度額（上記表に掲げる額）となります。 

 ※ 居住費については、外泊時加算算定日については料金をいただきます。加算算定日以外は

徴収しませんが、入院又は外泊中のベッドを入所者の同意を得た上で、短期入所生活介護

又は介護予防短期入所生活介護に利用させていただきます。 

 

４）その他の料金※該当者のみ 

 

４）利用料、入所者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求、支払い方法について 

⑴ 利用料、入所者負担額（介

護保険を適用する場合）、そ

の他の費用の請求方法等 

ア 利用料入所者負担額（介護保険を適用する場合）及び

その他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用

月ごとの合計金額により請求します。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月

２５日ごろを目途に身元引受人あてにお届け（郵送）

します。 
 

⑵ 利用料、入所者負担額（介

護保険を適用する場合）、そ

の他の費用の支払い方法等 

ア 請求月の月末までに、下記のいずれかの方法によりお

支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

(イ)入所者指定口座からの自動振替 

(ウ)現金支払い 

イ 支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によら

ず、領収書をお渡ししますので、必ず保管してくださ

い。（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあ

ります。） 

 項目 内容 利用料金 

１ 個人所持品保管代 入院中の荷物管理 500 円/月 

２ 理美容代 
理容・美容サービス料 

※町田市の調髪券該当の場合 1,000 円 
実費相当額 

３ 郵便物転送代 個人宛郵便物の郵送（月 1 回） 210 円/月 

４ 電気使用料 
個人用テレビ 350 円/月 

個人用冷蔵庫 600 円/月 

５ コピー代 書類等の複写料 1 枚 10 円 

６ 買い物代行 施設指定先 100 円/回 

７ 行事食 月 1 回食材費 500 円/月 

８ 予防接種 
新型コロナウイルス感染症 

インフルエンザ 
実費負担 

９ 診断書 作成料 3,000 円/通 

１０ 日用品費 
ティッシュボックス、保湿剤、 

口腔ケアグッズなど希望者に提供 
実費相当額 
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※ 利用料、入所者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、 

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から

14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払い

いただきます。 

 

４．苦情等申立窓口 

 当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問・苦情は、下記の苦情受付窓口にて 

 お受けしております。東京都社会福祉協議会の「苦情解決制度ガイドライン」に則り、 

 苦情（相談）受付担当者、苦情（相談）解決責任者、第三者委員、苦情解決委員会を 

 設置し、ご利用者やご家族からの苦情（相談）に適切に対応する体制を整えております。 

 当施設職員だけでなく、直接、第三者委員への申出も受け付けております 

  苦情（相談）等申立先 

 事業者の窓口 

（福音の家相談室） 

受付担当者 福岡 誠（係長相談員） 

解決責任者 戎 めぐみ（施設長） 

ご利用時間 ９：００～１７：００ 

電話０４２－７３６－７４１１ 

 当法人相談窓口 

（第三者委員） 

お客様相談（苦情）窓口 

福音会 事務局 

電話０４２－７３４－０６３１ 

町田市の窓口 
いきいき生活部 介護保険課 

電話０４２－７２４－４３６６ 

公的団体の窓口 
東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 

電話０３-６２３８-０１７７ 
 
５．オンブズマン 

    当施設には、近隣住民・民生委員・児童委員・学識経験者等の方々と施設職員とが、入居者の

生活と人権について審議する、施設オンブズマン機構「第三者と共に考える会」があります。

事故の検証、苦情の受付など独自の活動も行っています。 

 

６．福祉サービス第三者評価 

  当施設では、毎年サービスの質の向上を目的に福祉サービ第三者評価を受審しています。 

受審状況、評価結果については、ふくナビ（下記 URL）より閲覧することができます。 

【とうきょう福祉ナビゲーション】 http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/  

 

７．協力医療機関 

１）多摩丘陵病院 町田市下小山田町１４９１ ０４２-７９７-１５１１ 

   診療科目 内科・外科・整形外科・脳神経外科・眼科・泌尿器科・婦人科 

        形成外科・リハビリテーション科・歯科 

２）鶴川サナトリウム病院 町田市真光寺町１９７ ０４２-７３５-２２２２ 
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   診療科目 内科・精神科（もの忘れ外来）・栄養療法（胃ろう）外来 

   ３）まちだ丘の上病院 町田市小野路町 11-1 

      診療科目 内科・呼吸器内科・消火器内科・循環器内科・老年内科 

           整形外科・リハビリテーション科 

４）戸羽歯科医院 町田市能ケ谷１-８-１ 神蔵ビル２０１  

                    ０４２-７３７-７２３５ 

５）おぎの歯科医院 町田市木曽東４-１７-３３ エステートセブン木曽２F 

                    ０４２-７９３-００３０ 

６）荒木眼科医院  町田市山崎町 2200 ０４２-７９１-４７７３ 

 

８．非常災害時の対策 

災害時の対応 「福音会消防計画」に則り、対応を行います。 

近隣との協力関係 野津田町内会（野津田消防団）と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の 

応援を約束しています。 

平常時の訓練 「福音会消防計画」にのっとり毎月１回夜間及び昼間を想定した避難訓練を 

実施します。 

防災設備 自動火災報知器、非常通報装置‥‥‥本館・新館設置 

スプリンクラー、屋内消火栓‥‥‥‥全館完備 

非常用電源、漏電火災報知器‥‥‥‥本館・新館設置 

ガス漏れ報知器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥本館に設置 

防火扉・シャッター誘導灯‥‥‥‥‥本館・新館設置 

避難階段‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥本館・新館設置 

カーテン布団等は、防炎性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 町田消防署への届出日 2024 年４月１日 

防火管理者 鹿島 まゆみ 

 

９．当施設ご利用の際に留意する事項 
来訪・面会 ・面会時間は 9 時～17 時です。面会は原則自由ですが、他の入居者の生活にも 

 留意して上記時間を遵守と、必ずその都度面会票にご記入下さい。 

外出・外泊 ・外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅日時を職員に申し出て下さい。 

居室・設備・器具の利用 ・施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反した 

 ご利用により破損等が生じた場合、弁償して頂くことがあります。 

喫煙・飲酒 ・喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 

・飲酒は他の入居者に迷惑が掛からない、時と場所でお願いします。 

迷惑行為等 ・騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに他の 

 入居者の居室等に立入らないようにして下さい。 

所持品の管理 ・生活空間が損なわれない程度の所持品を、施設指定の場所に収納して下さい。 

・それ以外の管理については「契約書別紙」をご覧下さい。 

現金等の管理 ・床頭台等にはあまり多額の現金は置かれない方が安心です。それ以外の預金や 

 財産は、ご家族の管理でお願いします。 

宗教活動・政治活動 ・施設内での他の入居者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 
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動物飼育 ・施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

１０．寄付等の取り扱い 

金品のご寄付を頂いた場合は寄付申込書にご記入戴いた上で、寄付金の場合には領収証を発

行いたしますのでお受け取り下さい。また、これらに依らない、ご利用者・ご家族様からの

ご贈答は辞退させていただいております。何卒ご理解のほど宜しくお願いします。 

 

１１．利用者等へ説明・同意が必要な書面について 

  ご利用者等へ説明・同意が必要な書面（契約書、ケアプラン等個別計画書、利用料金変更同

意書等）について、ご利用者等の承諾がある場合、電磁的記録（PDF ファイルの電子メー

ル送信等）での交付を行います。ご利用者等からの電子メール等返信をもって同意されたこ

とといたします。 

 
１２．利用者等の秘密保持、個人情報提供に関する対応と同意 

  職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。また、職員でなく 

なった後においてもこれらの秘密を保持します。 

  職員は、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意を得な

い限り、社会福祉事業間等において、その個人情報を用いません。 

 
１３．衛生管理等について 
 １）入所者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理

に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

 ２）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、

指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

３）施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

 ① 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底

しています。 

 ② 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

 ③ 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。 

 ④ ①から③までのほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対

処等に関する手順に沿った対応を行います。 

 

１４．業務継続計画の策定等について 
１） 感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 
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２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１５．事故発生時の対応 

 １）事故が発生した場合の対応について、２）に規定する報告等の方法を定めた事故発生防

止のための指針を整備します。 

 ２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告

し、その分析を通じた改善策についての研修を従業者に対し定期的に行います。 

３）事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。 

 ４）上記１）～３）の措置を適切に実施するための担当者を配置しています。 

 ５）施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、

入所者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

 ６）施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

 ７）施設は、入所者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。 

８）必要な場合は速やかに保険者（町田市、東京都）に報告します。 

   町田市いきいき健康部介護保険課 電話 ０４２－７２４－４３６６ 

   東京都福祉局施設支援課施設運営担当 電話 ０３－５３２０－４２６４ 

 

１６．急変時の対応について 

 １）ご利用者様が急変された場合は、日中・夜間を問わず「生命の安全最優先」の考え    

   に基づいた救急車対応を行います。 

 ２） 緊急であっても可能な限り、ご家族様には事前にご報告申し上げるようにしますが、 

   場合により、ご家族への報告が事後になることがあります。 

 ３）受け入れの病院は、協力医療機関が優先となりますが、場合によりそれ以外の病院 

   への緊急搬送や緊急入院もあり得ますので、予めご了承下さい。 

 ４）緊急入院時、差額ベッド代が発生する病室への入院となることがあります。ご報告、ご

了解が事後であっても、その際の差額ベッド代はご負担頂きます。 

 ５）深夜帯の緊急対応であっても、ご家族様にご報告させて頂きます。すぐに搬送先の病院

へ駆けつけて頂くこともあります。 

 

１７．虐待の防止について 

事業者は、入所者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に 

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者  藤島 大三（介護課長補佐） 

２）成年後見制度の利用を支援します。 

３）従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入所者
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等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

４）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています。 

５）虐待防止のための指針の整備をしています。 

６）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

７）サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報します。 

 

1８. 身体的拘束等について 

事業者は、原則として入所者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害 

等のおそれがある場合など、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ 

ことが考えられ、以下の１）～３）の要件をすべて満たすときは、入所者に対して 

説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。 

その場合は、態様及び時間、入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察 

並びに検討内容についての記録し、５年間保存します。 

また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1）切迫性･･････直ちに身体的拘束等を行わなければ、入所者本人または他人の 

生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。 

（2）非代替性････身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 

（3）一時性･･････入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく 

なれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。 

 

1９. 入所者の安全並びに介護サービスの質の確保等 

 業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を 

図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する 

方策を検討するための委員会を定期的に開催します。 

 

２０．入退所等に当たっての留意事項 

１）入所対象者は、原則要介護度３以上の方が対象となります。 

２）入所時に要介護認定を受けている方であっても、入所後に要介護認定者でなくなった 

場合は、退所していただくことになります。 

３）利用者は事業者に対し、契約の解約を申し入れることができます。この場合、１カ月以

上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。 

４）他利用者、あるいは職員に対して、利用者またはその関係者による暴力または暴言、 

過度な要求、身体への不必要な接触、性的言動などハラスメントとみなされる行為が 

あった場合は、直ちにこの契約を解除します。 

５）利用料、入所者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの 
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督促から 14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、 

未払い分をお支払いいただきます。なお、お支払いがなされない場合は、法的措置を 

とらせていただきます。 

  ６）２４時間医師の管理下におく必要の健康状態になられた場合、医療施設への移行 

（退所）をして頂きます。 

  ７）重度の感染症を患われた場合、関係機関の指導に基づき、退所となる場合があります。 

  ８）退所、医療施設への入院などの場合は、相談員へご相談下さい。 

  ９）契約書の事由により、ご利用が終了されるときは、職員の案内に従い必要な手続き 

   を行い、私物等の整理、引き取りをお願いします。 

  １０）退所後、私物等で引き取りの必要のない物の処分を申し出により対応しますが 

処分料を実費でご負担いただきます。なお、退所の連絡後 2 か月以内に私物等の 

引き取りがない場合は、こちらで処分とし、処分料を実費でご負担いただきます。 

  １１）退所手続きにつきましては、保険請求の関係上２～３ヶ月後となりますので、ご承

知おき願います。 

１２）退所に際しては、入所者及びその家族の希望、退去後の生活環境や介護の連続性に

配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保険医療、福祉サ

ービス提供者と密接な連携に努めます。 

 

 

≪事 業 者≫ （事業者指定番号：東京都第 1373200250 号） 

      （ホーム名） 社会福祉法人 福音会 

             特別養護老人ホーム 福音の家 

      （住  所） 東京都町田市野津田町１９３２番地 

 

      （代表者名） 理事長  石黒 美由紀   

 

（説明担当者）              

 

 

説明担当者より重要事項の説明を受け、了承しました。 

 

説明確認日   年   月   日 

 

≪お客様（利用者）≫ 

      （氏  名）                    

≪身元引受人≫ 

      （氏  名）                    

 

      （続  柄）                    


